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取り残される対面型サービス業 
～新型コロナウイルスの感染者数、 
  死亡者数とワクチンの効果をどうみるか 
 

ネット 

ジャーナル 

 

Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター要旨 ２０２１年４月９日号 

 
 

 

 

ニッセイ基礎研究所 

 

2021年1月に再発令された緊急事態

宣言の影響は、2020年4、5月の緊急事

態宣言時と異なり一部の分野にとどまっ

ている。飲食、宿泊などの対面型サービス

業は景況感、収益、雇用の悪化が続く一方、

それ以外の業種はコロナ前の状態に戻り

つつある。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ワクチン接種が本格化すれば、ソーシ

ャルディスタンスの確保等が不要となり、

対面型サービスが急回復するとの見方も

ある。しかし、国際的に新型コロナウイ

ルスの感染者数、死亡者数が少ない日本

では、欧米などと比べてワクチンの効果

が相対的に小さい。 

 

高齢化の進展を背景に日本の総死亡者

数は増加傾向が続いていたが、新型コロ

ナウイルスが流行した2020年は11年

ぶりに減少した。対人接触機会の削減、

手洗い、マスクの着用といった感染防止

策が新型コロナ以外の感染症等を抑制し

たと考えられる。 

 

死亡者数の減少自体は喜ばしいことだ

が、経済活動の制限によって生じた直接

的な経済損失に加え、自殺者の増加、婚

姻件数の激減など様々な弊害が表面化し

つつある。 

新型コロナウイルスの被害に対して、

自粛が過剰だったという見方もできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクチン接種の進展が対面型サービス

の救世主になるとは限らない。インフル

エンザでは、年間約1,000万人の感染者、

約3,000人の死者が社会的に許容されて

きた。新型コロナウイルスについても、

日々の増減に一喜一憂するだけでなく、

社会的にどこまで許容されるかを議論す

べき時期が来ているように思われる。 

 
「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください 
    

死因別の死亡者数増減 

（注）2020年の総数は速報、新型コロナウイルス、交通事故 
自殺以外は 11月まで 

（資料）厚生労働省「人口動態統計」,警察庁「交通事故統計」
「自殺統計」 

新型コロナウイルスの累積感染者数 
（人口 100 万人当たり） 
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（注）2021/4/5 時点     （資料）Our World Data 
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経済・金融フラッシュ要旨 ２０２１年４月１２日号 
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企業物価指数（２０２１年３月） 
～１年１ヵ月ぶりに前年比プラスに転じる 

  
 

 

 

 

ニッセイ基礎研究所 
 

１年１ヵ月ぶりに前年比プラスに転じる 

4月12日に日本銀行から発表された企

業物価指数によると、21年3月の国内企

業物価は前年比1.0％（2月：同▲0.6％）

と1年1ヵ月ぶりに前年比プラスに転じ

た。事前の市場予想（QUICK集計：前年

比0.5％、当社予想は同0.7％）を大幅に

上回る結果となった。また、20年度の国

内企業物価上昇率は前年比▲1.4％（19

年度：同0.1％）となった。世界的な経済

活動の持ち直しに伴い銅の国際価格が高

値をつけていることを受けて、非鉄金属

が前年比28.7％となり、2月の同17.9％

から伸び率を大幅に上昇させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸入物価（前月比）は５ヵ月連続のプラス 

21年3月の輸入物価は、契約通貨ベー

スでは前月比1.7％（2月：同3.6％）と5

ヵ月連続のプラスとなった。また、21年

3月の円相場は前月比3.1％の円安となっ

たことから、円ベースでは前月比3.8％（2

月：同4.6％）と契約通貨ベースを大きく

上回る高い伸びとなった。 

契約通貨ベースで輸入物価の内訳をみ

ると、天然ガスが前月比▲16.5％（2月：

同10.4％）と大きく低下する一方、原油

（前月比11.7％）、ナフサ（同12.5％）

などが高い伸びとなったことなどにより、

石油・石炭・天然ガスが前月比2.5％（2

月：同10.8％）と5ヵ月連続で上昇した。 

 

国内企業物価は先行きも前年比で 

高めの伸びが継続 

21年3月の需要段階別指数（国内品＋

輸入品）をみると、素原材料が前年比

7.6％（2月：同▲3.9％）、中間財が前年

比1.9％（2月：同▲1.0％）、最終財が前

年比0.9％（2月：同▲0.7％）となった。 

すべての需要段階で前年比プラスに転

じており、川上から川下への価格転嫁が

進んでいることが確認される。 

ただし、前年（20年）3月に新型コロ

ナウイルス感染拡大によって大きく落ち

込んだ反動で上振れしやすくなっている

ことには注意が必要である。 

前々年（19年）3月と比較すると、素

原材料、中間財、最終財はそれぞれ▲

4.3％、▲1.1％、▲0.9％となっている。 

 

経済・金融フラッシュの全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください。 
  

(注)消費税を除くベース。前月比は夏季電力料金調整後 
(資料)日本銀行「企業物価指数」 
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国内企業物価指数（前年比・前月比）の推移 
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 内閣府 ２０２１年４月１４日公表 

 
 

 
 

持ち直しの動きに足踏みがみられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）１．四半期（月平均）は季節調整済みの月平均値を期央月の位置に表示(例えば７～９月の月平均値は８月 

      の位置に表示）。  

    ２．「2021 年 1～3 月（見通し）」の計数は、「見通し調査（２０２０年 6 月末時点）」の季節調整値を 

      ３で割った数値。 

３．2021 年１月調査（同年３月 15 日公表）において、季節調整系列の遡及改訂を行ったため、それ 

に伴い「2021 年１～３月見通し」（同年２月 17 日公表）も改訂されている。 

 

 

 

最近の機械受注の動向を前月比でみると、受注総額は、１月 1.7％減の後、２月は 26.4％増

となった。 

需要者別にみると、民需は、１月 4.9％減の後、２月は 12.0％減となった。 

このうち、民間設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」は、１月 4.5％減の後、

２月は 8.5％減となった。 

内訳をみると製造業が 5.5％減、非製造業（船舶・電力を除く）が 10.9％減であった。 

一方、官公需は、１月 27.9％減の後、２月は地方公務、国家公務等で減少したものの、防衛

省で増加したことから、17.0％増となった。 
  

機械受注統計調査報告 
（令和３年２月実績） 

 

需要者別受注動向（季節調整値）   
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２０２１（令和３）年２月の機械受注実績 
 

民需（船舶・電力を除く） 



 

４ 

また、外需は、１月 6.4％増の後、２月は電子・通信機械、船舶で減少したものの、産業機械、

鉄道車両等で増加したことから、76.2％増となった。 

なお、最終需要者が不明である代理店経由の受注は、１月 4.7％増の後、２月は電子・通信機

械、工作機械で増加したものの、道路車両、産業機械等で減少したことから、7.5％減となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（備考） １．季節調整値による。季節調整系列は個別に季節調整を行っているため、需要者別内訳の合計は全体

の季節調整値とは一致しない。 

２．△印は減少を示す。 

３．見通しは 20２０年１２月末時点の調査。 

４．2021 年１月調査（同年３月 15 日公表）において、季節調整系列の遡及改訂を行ったため、それ 

に伴い「2021 年１～３月見通し」（同年２月 17 日公表）も改訂されている。 

 

 
 

製造業からの受注を前月比でみると、合計では、１月 4.2％減の後、２月は 5.5％減となった。 

２月の受注を業種別にみると、前月比で増加したのは 17 業種中、石油製品・石炭製品（54.0％

増）、「その他輸送用機械」（27.0％増）等の５業種で、繊維工業（51.3％減）、食品製造業（47.0％

減）等の 12 業種は減少となった。 

一方、非製造業からの受注を前月比でみると、合計では、１月 8.6％減の後、２月は 13.9％

減となった。 

２月の受注を業種別にみると、前月比で増加したのは 12 業種中、卸売業・小売業（9.1％増）、

金融業・保険業（6.8％増）の２業種で、電力業（24.1％減）、農林漁業（20.6％減）等の 10

業種は減少となった。 
  

民需の業種別受注動向（季節調整値）   
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対前月(期)比 



 

５ 

 

 

２月の販売額は２兆 1,761 億円（前月比 5.1％増）で、前３か月平均販売額は２兆 1,582

億円（同 0.3％増）となり、受注残高は 28 兆 8,660 億円（同 2.9％増）となった。 

この結果、手持月数は 13.4 か月となり、前月差で 0.3 か月増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
機械受注統計調査報告（令和３年２月実績）の全文は、 

当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。 
  

販売額、受注残高、手持月数（季節調整値）    
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働き方に見合った賃金制度を構築する！ 

職種別賃金制度 
構築のポイント 

        １．職種別賃金制度の概要      
        ２．職種別賃金制度のメリットと導入ステップ         

        ３．職種別賃金制度設計のポイント      

        ４．職種別賃金制度の導入事例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考文献 
 「職種別賃金入門」（山口 俊一 著、中央経済社） 人事戦略研究所ホームページ 

「2019年職種別民間給与実態調査の結果」（人事院）  

人 事 
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わが国では、多くの企業が年齢や勤続年数とともに右肩上がりで昇給する賃金カーブを描くい

わゆる年功型賃金制度を採用し、長期雇用を支える役割を果たしてきました。 

しかし、現在では働き方の多様化に伴い、日本型雇用システムを支えてきた年功型賃金制度へ

の納得感・公正感は得られにくくなってきました。 

また、企業競争力を維持・強化し、社員の雇用維持・創出につなげるという観点からも年功型

賃金制度は変容を迫られています。 

本レポートでは、欧米諸国では一般的になっており、今後、我が国でも導入が進むと言われて

いる職種別・職業別に異なる職種別賃金制度について解説します。 

中小企業が抱えている人材・組織に関する課題 

中小企業が抱えている人材・組織に関する課題 

職種別賃金は、業種特性に応じ、職種別ならびに階層別に体系化された賃金制度です。 

適用しやすい業種とは、物流会社のようにドライバーと営業所スタッフなどのように勤務時間

や労働内容が大きく異なるようなケースや、保険会社のように営業社員の営業成績が給与に大き

く左右されるような業種においても適合します。職種別賃金といっても、１つのパターンという

ことではなく、企業によりさまざまなパターンがあります。 

年俸制と月給制というように支給形態まで分類しているケース、職務給と年功給というように

給与の決定基準を変えるケース、決定基準は変えず、給与水準のみを変えるケース、および月額

賃金は共通で、賞与のみ職種別に決定する方式もあります。 

 

■職種別賃金制度を導入している業種例 

業種 導入方法 

物流会社 
倉庫や営業所のスタッフとトラックドライバーの賃金制度を分けて

いる 

保険会社・不動産会社 営業職のみ歩合給を導入している 

飲食業 調理師のみ年俸給を導入している 

ＩＴ系 高度ＳＥ職のみ年俸制を導入 

 

■職種別賃金の例 

管理職 業績に連動した年俸制 

営業職 職務給＋個人業績給（歩合制）＋業績賞与（個人業績、会社業績） 

製造ライン、事務職 職務給＋賞与（固定＋会社業績） 
  

職種別賃金制度の概要    

職種別賃金制度の概要 1 企業経営情報レポート 
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職種別賃金を導入すると、人事管理、賃金決定および人材育成を業務の特性に対応させること

ができるメリットがある一方、デメリットもあります。 

職種別賃金制度のメリット・デメリットを整理すると、以下のようになります。 

 

■職種別賃金制度導入のメリット 

①労働市場相場に合わせた賃金設定が可能 

 職種別の人事基準が明確になれば、採用時に他社企業との差別化を図ることも可能であり、希望職

種別に採用側・求職側のマッチングが図れ、有能な中途採用者が確保される機会も増える。 

②総額人件費のコントロール・効率化の実現 

 制度方針として、外部賃金水準との連動が進み、総額人件費のコントロール・効率化が進むことが

考えられる。 

③年功型賃金制度からの脱却 

 年功序列に基づく全社員一律であった賃金制度を職種と職務レベルに応じて見直すことで、仕事内

容に応じて給与にメリハリを付けるなど、職場の活性化につなげられる。 

④職種別スペシャリストの人材育成・活用 

 異なる昇格・昇進の方法やキャリアアップの方法も職種ごとに反映でき、職種内での技術伝承を含

め自社の技術力の醸成が高まる。 

 

■職種別賃金制度のデメリット 

①職種間の移動が難しい 

 基本給に金額格差がある職種間で、管理職層のスキルアップを基にした、異職種間の人事異 

動がしにくくなる。 

②全社一体感を保ちにくい 

 全社的な一体感を維持することが、難しくなる場合がある。良くも悪くもセクショナリズム 

が強くなり、職種間に垣根が出来る可能性がある。 

③人事制度の運用が煩雑 

 職種ごとの賃金体系や人事評価制度の構築および運用が煩雑になる。 

④社員間での不公平感が高まる可能性 

 職種別に賃金格差が発生すると、処遇に関する不平等により、社員との軋轢が起きる可能性 

がある。 
  

職種別賃金制度のメリットと導入ステップ 

企業経営情報レポート 2
職種別賃金制度導入のメリット・デメリット    



 

９ 

 

 

 

 

 

職種別賃金制度を導入する場合は、自社にどのような職種があるのかについて洗い出します。 

営業職、技術職、生産管理職、ドライバー、および事務職など自社で行っている職種の洗い出

しを行い、自社が採用するべき職種別賃金を分類します。例えば、保険会社など営業系の業種に

ついては、営業成果で業績に大きく左右する企業は、インセンティブを賃金に大きく反映させる

営業職とインセンティブの発生しない企画開発職、事務職および経理職に分類します。 

運送業であれば、時間外労働の多いドライバー職と営業成果が求められる営業職、および時間

外業務の少ない倉庫管理職や事務職に分類します。 

製造業であれば、単純業務を行っている製造職、高い技術力が必要となる研究開発職、営業成

果が求められる営業職、および間接部門にあたる事務職に区分するなどの検討を行います。 

 

■職種区分例 

業種 主な職種 

製造業 管理職、研究開発職、製造職、生産管理職、購買職、営業職、事務職 

保険業 管理職、企画開発職、営業職、事務職 

運送業 運行管理職、ドライバー職、倉庫管理職、営業職、事務職 

小売業 エリアマネージャー職、店長職、販売促進職、バイヤー、販売職、事務職 

ＩＴ業 管理職、ＳＥ職、プログラマー、アシスタント職、営業職、事務職 

 
 

 

（１）改定方針は具体的にする 

職種別賃金制度の検討にあたっては、全社方針のみならず職種別に方針を決定することが必要

となります。 

最終的に出来上がった制度は、職種別の特性を反映することとなり、同じ支給基準とならない

可能性があるため、制度設計において最初に立てた方針が制度設計の拠り所になります。 

 

（２）職種別に選択するべき賃金の種類 

次に、職種別の賃金格差をどの賃金項目に反映させていくかを検討します。営業成績を給与に

色濃く反映させたい業種の場合には、営業社員の基本給ベースは低めに設定して、営業成績によ

るインセンティブを高くします。一方、個人成績を反映させにくい製造系や事務系部門の社員に

はインセンティブが付かない代わりに、基本給のウエイトを高くするなどの検討を行います。
  

職種別賃金制度設計のポイント 
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１０ 

 

 

 

 

賃金制度を職種別という観点から部門ごとに処遇体系を検討した結果、１部門１制度の形で制

度化できたＡ社の職種別賃金制度への取組みについて、ご紹介いたします。 

 

■制度概要 

●対象者：一般職層対象 
 

●職種区分：14 部門（フィールド）54 職群に区分。「職種別」という観点から、部門ごとに処遇体

系を検討した結果、「部門別」を主とした制度に落とし込んでいる。 
 

●区分ごとの処遇体系： 

 ①それぞれの部門に「職務ガイド」を作成して、評価基準および人材育成の指針としている。 

 ②昇格・降格は、異動や組織変更に伴い職務（役割）が変動した際、「役割評価」を行って 

  判定している。 
 

●区分ごとの処遇の違い： 

 ①月例賃金は、「役割給＋家族手当・住宅手当」 

  ・役割給は、各部門の等級ごとに範囲給を設定していますが、同じ階層であれば、部門ごとの格 

差はあまり大きくしていない。 

 ②賞与は基本賞与＋個人業績賞与＋会社業績賞与 

  ・基本賞与は、各人の役割給の２ヶ月分（年間） 

  ・個人業績賞与は、等級（職群）と実績評価（６段階）によるテーブルで金額を設定。各部門の 

評価テーブルについては、部門ごとに作成。 

  ・会社業績賞与は、等級別基準定額に「会社業績に基づく支給率（会社業績により 0～200％）」 

を掛けて設定。 

 

■導入のポイント 

①新制度は、管理職から十分に議論し検討を重ねること。制度運用の要の管理職から制度改定と意識

改革を進め、一般職層へ納得感のある移行へ展開すること。 

②各部門の理解と協力を得ること。各部門の責任者が主体的に考えること。 

③部門内には同一の処遇体系の方が望ましいと思えるよう、全社的に取り組む。 

 

レポート全文は、当事務所のホームページの「企業経営情報レポート」よりご覧ください。 
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１１ 

決算期に留意すべき点 

会社の決算期を迎えるにあたり 

税務上の視点から留意すべき点を教えてください。 

ジャンル：税務戦略 ＞ サブジャンル：決算対策 

■現金残高の確認 

現金の実在残高と帳簿上の残高が一致しているか否かの再確認を行うとともに、

残高の多寡についても併せて確認する必要があります。 
 
■売掛金残高の確認 

取引先毎の残高が一致していることを確認し、出来る限り取引先に対し残高確認書により確認を行う

ことが望ましいと思われます。 
 
■受取手形の確認 

受取手形のうち、裏書譲渡・割引手形を改めて確認し、その所在及び期日を再確認しておくことが望

ましいです。 
 
■棚卸 

自社の棚卸評価方法を再確認し、適正な実地棚卸が実施されるよう充分な準備が必要になります。 

併せて、決算時点で適正在庫となるよう仕入の調整を行うことも有効であると思われます。 
 
■仮払金の整理 

決算を迎えるにあたり、仮払金・立替金などについては、必ず整理しておく必要があります。 
 
■固定資産の確認 

これまでに計上してある固定資産が実在するかどうかについて、棚卸をする必要があります。 

既に滅失しているものは速やかにその理由を確認し、除却する必要があります。 
 
■買掛金残高の確認 

〆後の仕入について漏れなく計上する必要があります。 

〆後の仕入については必ず納品書等により確認してください。 
 
■未払金残高の確認 

期間損益を求めるにあたり、当期発生した経費についても漏れなく計上する必要があります。 

ただし、損金計上する為には、事業の用に供している必要がありますので、必ず使用実態を確認する

必要があります。 
 
■売上高の確認 

〆後の売上についても漏れなく計上する必要があります。万が一にも漏れた場合には、脱税行為とな

りますので、充分に注意が必要となります。 
 
■資産計上すべき取引の有無 

備品消耗品費等、固定資産計上すべき取引が無いかどうかを確認し、資産計上すべきものについては

計上し、決算前に適正な利益検討が出来るようにしておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

決算を迎えるにあたり、最も重要となるのが期間損益という考え方になりま

す。当該事業年度に係る収入と経費について検討することが基本となります。 

 留意すべき点は、以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

１２ 

交際費の取り扱い 

ジャンル：税務戦略 ＞ サブジャンル：決算対策 

交際費に認定されないための 

取り扱いについて教えてください。 

❶時間帯（昼か夜か、また会議中か会議後か）   ❷場所（会議を行うのにふさわしい場所か) 

❸単価（相手方の地位等によりその金額が異なってくる場合もある） 

❹アルコールの程度（会議の後は不可､会議の途中であれば､当然､その食事後会議が再開できる程度） 

 

 

 

 

 

 

 

■販売促進費の場合 

税務で売上割戻し又は販売奨励金と交際費の区分基準とされているのは、代

替課税の有無であります。 

すなわち得意先である事業者に金銭で支出する場合は、必ず当該事業者の収

益に計上されることになりますし、物品で交付する場合も、事業用資産であれ

ばやはり当該事業者の収益に計上されます。 

よって、交際費と認定されないための具体的基準は以下のようになります。 

■広告宣伝費の場合 

一般に、広告宣伝費と交際費の区分のポイントは、その支出が不特定多数の者を対象にしてい

るかどうかになります。したがって、たとえば一般消費者に対して抽選で旅行・観劇に招待した

場合は広告宣伝費になりますが、得意先に対して旅行・観劇に招待した場合は交際費として処理

することになります。 
 

■会議費の場合 

税法上、会議費と交際費の形式的な区分基準、会議費として認められる金額基準は示されて

いません。したがって、以下などをもとに社内で区分基準を作成し、その基準にしたがって継続

的に処理をするのが望ましいと思われます。 

■売上割り戻しなど 

❶金銭または事業用資産または少額物品によって交付すること 

❷得意先である事業者が収益計上すること 

❸原則的収益計上  ａ 売上高比例    ｂ 売掛金回収高比例    ｃ 売上高の一定額ごと 

❹特例的支出基準  ａ 得意先の営業地域の特殊事情   ｂ 協力の度合い 
 
■景品費用 

❶事業用資産・少額物品であること     ❷景品としての種類及び金額の確認ができること 
 
■販売奨励金など 

❶販売促進の目的であること        ❷金銭または事業用資産を交付すること 

❸特定の地域の得意先である事業者に対するものであること   ❹相手先が収益計上すること 

❺特約店などの従業員対象、掛け捨て生保・損保料 


